
 

 

 

保護者の皆様、生徒の皆さんへ 

春期活動期間中と新年度の保健関係のお願いとお知らせ  

学年末試験が終わり、明日から春期活動期間に入ります。一年が終わりますね。お疲れさまでした。

今年度も校内の感染症対策へのご理解とご協力をありがとうございました。3 年前、一斉休校となった

当初は、こんなに長くコロナ禍が続くとは想像もできませんでした。皆さんと共に対策に取り組んでまい

りましたが、感染症の波に押されるような場面が繰り返され、時に負けそうになることもありました。でも、

何とかここまで踏ん張り、辿り着けたのも皆さんの努力と我慢のおかげだと心から感謝しています。 

5 月 8 日からコロナが感染症法の第 5 類となり、そこに向けて徐々に緩和されていくことになります。

でも、まだコロナがなくなったわけではありません。未だに感染力は強く、油断すると瞬く間に広がってし

まいます。「終わりよければすべてよし」ここまで頑張ってきたのですから、ここで一気に緩め過ぎずに

気を引き締めて移行期を過ごしてまいりましょう。春休みに合宿を予定しているクラブもあります。皆さ

んが健康で楽しく活動ができるように、もうしばらくご協力ください。よろしくお願いいたします。 

それでは、春期活動期間中や新年度以降の学校対応について掲載いたしますのでご覧ください。 

❑❑❑春期活動期間中の感染症対応について❑❑❑ 

■ 「Googleフォームによる健康観察」は、春期活動期間中は継続してください。 

（１）春期活動期間の 3/11～4/7 までは毎朝、検温と体調の確認をして、必ず Google フォームに入

力をしてください。 

※4/8（始業式）からは Google フォームへの入力は不要になりますが、毎朝の検温と体調確認

は引き続き各ご家庭で継続して、健康管理を行ってください。 

（２）本人・同居家族に発熱や感染症が疑われる症状

がある場合は、登校および活動には参加しない

ようにしてください。 
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■ 日常的な感染症対策は引き続き励行してください。 

（１） マスクを着用について 

※一般的には 3/13 からマスクの着用は個人の判断に委ねられることになりますが、校内およ

び学校の活動においては、運動時以外は、引き続きマスクを着用してください。 

※4/8 以降は校内でもマスク着用は任意になる予定です。 

（２） 手洗いや手指の消毒について 

※手洗いは感染症対策の基本です。石けんで手をよく洗いましょう。 

※正門と各教室に手指消毒液を設置してあります。適宜手指の消毒をしてください。 

※4/8 からは、門の手指消毒液は撤廃しますが、各教室では引き続き使用できるように設置し

ます。 

（３） 使用教室の換気をする。 

※換気は引き続き大切です。花粉飛散の時期ですので、調整しながら行ってください。 

（４） 食事をする場合は、会話は控えてください。春期活動期間中の外食は、まだ禁止です。 

■ コロナ関連の報告は組主任へお願いします。 

「コロナに感染した」または「同居家族の濃厚接触者になった」場合は、春期活動期間中もすぐに組主

任へ報告してください。本人発症の場合は、発症2日前に「クラブ活動・春期講習・宿泊行事などに参加

していた」、「本校生徒と外出した」などの状況があったら、必ずその旨と「クラブ名」「講習名」などを伝

えてください。 

■ 春期合宿参加予定者は、別途配付した「春期宿泊行事参加者への注意事項とお願い」を

よく読んで安全に参加してください。 

❑❑新年度よりコロナ関連の出席停止の基準が変わります❑❑ 

■ 2020～2022 年度まで続いたコロナ特例措置が 2023 年 4 月 8 日より廃止される予定です。詳細は追っ

てお知らせいたしますが、これまで出席停止となっていた「本人・同居家族の体調不良による欠席」「本

人・同居家族の検査結果が判明するまでの欠席」「基礎疾患に対して主治医から指示があった場合の

欠席」「感染不安による欠席」などは、4 月 8 日以降は通常の欠席扱いとなります。 

「コロナ感染者」「濃厚接触者」は引き続き出席停止となりますが、その部分も変更があり次第、順次お

知らせいたします。今後は、より一層個々の健康管理が大切になりますので、よろしくお願いいたします。 


